
公的研究費の不正防⽌に関する基本⽅針 

（令和 2 年 7 ⽉ 16 ⽇制定） 
（令和 3 年 11 ⽉ 8 ⽇改正） 

 
⽂部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 ⽉ 15 ⽇
⽂部科学⼤⾂決定、令和 3 年 2 ⽉ 1 ⽇改正）に基づく、公的研究費の運営・管理に対する基本⽅針を記す。 
 
１. 責任体系の明確化 

(1) 公的研究費の運営・管理を適正に⾏うため、責任者を定める。 
(2) 最⾼管理責任者 

公的研究費の適正な運営・管理について最終責任を負う者として、代表取締役社⻑がその任にあたる。 
(3) 統括管理責任者 

最⾼管理責任者を補佐し、公的研究費の適正な運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、
ベネッセ シニア・介護研究所 事務局⻑がその任にあたる。 

(4) コンプライアンス推進責任者 
ベネッセ シニア・介護研究所における公的研究費の適正な運営・管理について実質的な責任と権限を持つ
者として、ベネッセ シニア・介護研究所 事務局⻑がその任にあたる。 

 
２. ルールの明確化・統⼀化・相談窓⼝の設置 

(1) 統括管理責任者は、公的研究費に関する統⼀的な事務処理のルールを定め、公的研究費の運営・管理に
関わる全構成員（研究者、事務担当者、管理者）にこれを周知する。 

 (2) 社内規程/ルールに基づいた事務処理を実施する。 
・公的研究費において、研究者による物品の購⼊における「⾒積・発注、検収」の各⾏為や出張を⾏う際に
は、所属⻑の承認・決裁を得た上で実施する。 

・公的研究費の精算については財務経理部が証憑に基づいて⾏う。 
 
３. 関係者の責務・意識向上 

コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対し、公的研究費の受領・使⽤にあ
たっての責務・⼼構え、公的研究の使⽤ルール、会社の事務⼿続き、不正防⽌の仕組みや取り組み等をコンプラ
イアンス教育等を通じて周知し、不正を⾏わないことなどを盛り込んだ誓約書を提出させる。誓約書の提出がない
場合は、科研費の管理・運営に関わらせない。 

 
４. 不正防⽌計画の策定と実施 

公的研究費の不正使⽤を未然に防⽌するために、具体的な対策のうち最上位のものとして不正防⽌計画を策定
し、実施する。 

 
 



５. 相談、告発、通報窓⼝の設置 
(1) 公的研究費の事務処理⼿続等に関する相談及び不正使⽤に関する通報を社内外から受ける窓⼝を総

務・広報部に設置する。 
(2) 通報窓⼝の運営にあたっては、通報者を誹謗、中傷等から保護する⽅策を講じ、通報者に対して不利益⾏

為を⾏わない。 
 
６. モニタリング、監査の実施 

公的研究費を適正に執⾏するために、発注・検収・⽀払等の業務の実施状況を確認すると共に会計書類・証憑
の検査・物品の現物実査等を⾏う。 
 

7. 不正⾏為、不正使⽤の調査と処分 
(1) 社内外から通報を受けた際は、研究活動の不正⾏為や研究費の不正使⽤に対する疑義が⽣じた場合、ま

たは事実確認が必要な場合は、関係者への事情聴取や現地・現物等の調査を実施する。 
(2) 調査により不正⾏為や不正使⽤が認定された場合は、就業規則等に従って不正に関与した者の処分を⾏

う。 
(3) 物品の購⼊、役務提供等に関して不正に関与した取引先については、取引停⽌等の措置を⾏う。 

 
以上 


